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重度心身障害児・者が主体でけいれんなど予期せぬ動きがあり、自分での 
コントロールが難しいので保護のためのベルトなどが必要となっており、これが
抑制に当たるという認識が少ない 

たとえ本人の安全のためとは言え、抑制は抑制であり、可能なかぎり抑制しない
で過ごせるような対応を検討している。 


